
7　健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法に先進医療から採り入れられた医療技術

8　病理・臨床検査部門の概要

１．臨床検査部門と病理診断部門は別々である。

２．臨床検査部門と病理診断部門は同一部門にまとめられている。

部検症例数　　　　　　　　　例　　　／　　部検率　 ．　　％

高度の医療の提供の実績

施　設　基　準　等　の　種　類 施　設　基　準　等　の　種　類

　・ 　・

　・ 　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

臨床部門が病理診断部門或いは臨床検査部門と開催
した症例検討会の開催頻度

部　検　の　状　況

　・

　・

　・

　・ 　・

(注) 1　特定機能病院の名称の承認申請の場合には、必ずしも記入しなくともよいこと。
(注) 2　「施設基準等の種類」欄には、特定機能病院の名称の承認申請又は業務報告を行う３年前の４月以降に、健康保険法の規
定による療養に要する費用の額の算定方法（平成六年厚生省告示第五十四号）に先進医療（当該病院において提供していたもの
に限る。）から採り入れられた医療技術について記入すること。

臨床検査及び病理診断を実施する部門の状況

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

（様式第2） 


